
宇部市生活道路維持管理助成制度要綱 
 
（趣 旨） 
第１条 この要綱は、公共、公益の目的に資するため、地元関係者が実施する宇部市内の生

活道路（以下「道路」という。）の整備工事（以下「整備工事」という。）交付金及び補助金

（以下「交付金等」という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。 
２ 前項の場合において、整備工事を実施する箇所が市有地のときは交付金、市有地以外の

土地のときは補助金とする。 
 
（用語の定義） 
第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 
（１） 道  路  道路法に規定する市道等以外の道路で、公共の用に供されているもの

をいう。 
（２） 側  溝  道路上の路面排水施設をいう。 
（３） 安全施設  道路上の防護柵、路面表示及び道路反射鏡をいう。 
（４） 除  草  別図１に示す、道路上及び道路端から１メートル以内の除草及び伐採

等をいう。 
（５） 側溝清掃  別図２に示す、道路上の路面排水施設の清掃をいう。 
（６） 整備工事  舗装及び安全施設の新設及び補修、側溝の新設及び改良、除草並びに

側溝清掃をいう。 
（７） 申 請 者  地元自治会の会長をいう。複数の自治会に関係する場合は自治会連合

会の会長とすることができる。 
 
（対象整備工事） 
第３条 地元関係者が施工する整備工事のうち交付金等の交付の対象となるもの（以下「対

象整備工事」という。）は、道路の一端が公道に接続し、かつ、次の各号の一に該当するも

のとする。ただし、営利を目的とするもの、個人的施設に類するもの、又は当該年度の４

月１日時点において過去５年以内（除草・側溝清掃は１年以内）に同一箇所において同種

の整備工事を実施したものに係る整備工事は、除くこととし、次項においても同様とする。 
（１） 人家の連担が３戸以上であり、かつ、道路幅員が１．５ｍ以上である道路の舗装 
（２） 人家の連担が１０戸以上であり、かつ、道路幅員が３．０ｍ以上である道路の側溝 
（３） 人家の連担が３戸以上であり、かつ、道路幅員が１．５ｍ以上である道路の安全施

設 
（４） ６５歳以上の人口が５０％以上で、世帯数が１９以下の小規模・高齢化が進行する

自治会（申請年度の前年度１月１日現在の住民基本台帳に基づく該当の自治会）の区

域内で、人家の連担が３戸以上であり、かつ、道路幅員が１．５ｍ以上である道路に

おいて、業者等の第三者に委託して行う除草 
ただし、他の助成制度の適用区域は除く。 

（５） 人家の連担が１０戸以上であり、かつ、道路幅員が３．０ｍ以上である道路の側   

溝において、堆積土が水路断面の概ね５０％以上あり、業者等の第三者に委託して行



う清掃 
２ 前項に掲げるもののほか、道路の両端が公道に接続し、かつ、次の各号の一に該当する

ものは、対象整備工事とすることができる。 
（１） 道路幅員が１．５ｍ以上である道路の舗装 
（２） 道路幅員が３．０ｍ以上である道路の側溝 
（３） 道路幅員が１．５ｍ以上である道路の安全施設 
（４） ６５歳以上の人口が５０％以上で、世帯数が１９以下の小規模・高齢化が進行する

自治会（申請年度の前年度１月１日現在の住民基本台帳に基づく該当の自治会）の区

域内で、道路幅員が１．５ｍ以上である道路において、業者等の第三者に委託して行

う除草 
ただし、他の助成制度の適用区域は除く。 

（５） 道路幅員が３．０ｍ以上である道路の側溝において、堆積土が水路断面の概ね５０％

以上あり、業者等の第三者に委託して行う清掃 
３ 前２項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものは、対象整備工事とすること

ができる。 
 
（交付金等の額） 

第４条 交付金等の額は、予算の範囲内で別表に定める交付割合により算出した額とする。

ただし、その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
 
（整備工事の実施要件） 

第５条 整備工事を実施しようとするときは、次の各号に掲げる要件に適合しなければなら

ない。ただし、市長が災害等で緊急を要すると認めたときは、この限りでない。 
（１） 当該整備工事に係る生活道路維持管理助成制度申請書（様式第１号以下「申請書」

という。）が提出されていること。 
（２） 当該整備工事の実施にあたり、当該整備工事の施工箇所の用地所有者及び隣接土地

所有者並びに水利関係者の同意を要すると認められるものについては、それら関係者

の同意書（様式第２号）が提出されていること。 
 
（交付金等の内示） 
第６条 市長は、前条第１号の規定による申請書が提出されたときは、当該整備工事が対象

整備工事に適合しているか否かを確認するため、実地調査を行うものとする。 
２ 市長は、前項の規定による実地調査に伴う整備内容の調整結果に基づき、当該整備工事

に対し交付金等の交付をすることが適当か否かを決定するものとする。 
３ 市長は、前項の規定により交付金等の交付が適当と決定したときは、当該整備工事に係

る交付金等の内示額を決定し、生活道路維持管理助成制度内示通知書（様式第３号以下

「内示通知書」という。）により、申請者に通知するものとする。 
（整備工事の着手及び完了） 
第７条 申請者は、内示通知書を受けてから、当該整備工事に着手しなければならない。 
２ 申請者は、内示通知書に記載された交付金等の内示額の有効期限内に当該整備工事を

完了しなければならない。 



（報告の義務） 
第８条 申請者は、整備工事が完了したときは、当該整備工事に係る生活道路維持管理助成

制度完了届（様式第４号以下「完了届」という。）に次の書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 
（１） 工事の概要がわかる写真 
（２） 出来形図 
（３） その他市長が必要と認めるもの 
 
（交付金等の額の確定） 
第９条 市長は、前条の規定による完了届が提出されたときは、実地において完了検査（以

下「検査」という。）を行うものとする。 
２ 市長は、前項の検査の結果、実施された整備工事の内容が適正と認めるときは、当該整

備工事に係る交付金等の額を確定し、生活道路維持管理助成制度決定通知書（様式第５号

以下「決定通知書」という。）により、申請者に通知するものとする。 
３ 市長は、第１項の規定による検査の結果、実施された整備工事の内容に大幅な変更が認

められるときは、変更された内容に基づき、当該整備工事について第６条の規定により通

知した交付金等の内示額の範囲内で交付金等の額を確定し、決定通知書により、申請者に

通知するものとする。 
 
（交付金等の交付） 
第１０条 前条の規定による決定通知書を受けた申請者は、生活道路維持管理助成制度請求

書（様式第６号以下「請求書」という。）を市長に提出するものとする。 
２ 市長は、前項の規定による適正な請求書の提出を受けたときは、当該請求に係る交付金

等を交付するものとする。 
 
（取消し又は返還） 
第１１条 市長は、この要綱による交付金等の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれか

に該当するときは、当該交付金等の交付決定を取り消し、又はすでに交付した当該交付金

等の全額若しくは一部を返還させることができる。 
（１） 提出された書類の記載事項に重大な偽りがあったとき。 
（２） その他不正な行為があったとき。 
 
（紛争の解決） 
第１２条 申請者は、整備工事の実施にあたり紛争が生じたときは、これを解決しなければ

ならない。 
 
（その他） 
第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
 
 
 



附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
 （廃止） 
２ 宇部市生活道路整備事業実施要綱は、平成１９年３月３１日をもって廃止する。 
   附 則 
この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。 
   附 則 
この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
   附 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
   附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
   附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
   附 則 
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表 
 
（交付割合及び限度額） 
交付金等の交付割合及び限度額は下表に定めるところによる。 

対象整備工事 交 付 割 合 限度額（千円） 

舗装の新設及び補修工事 設計基準額の７５％ ７００ 

側溝の新設及び改良工事 設計基準額の５５％ １，２００ 

安全施設の新設及び補修工事 設計基準額の５５％ ５００ 

除  草 設計基準額の５５％ １００ 

側溝清掃 設計基準額の５５％ １００ 

備考 
１ 設計基準額とは、市が見積書の内容から算定した額とする。 
２ 限度額は、一申請あたりとする。（一自治会の年間上限額） 
３ 交付の対象となる整備工事費は、工事費用のみで用地費や補償費等は含まないものと

する。 
４ 「舗装の新設及び補修工事」、「側溝の新設及び改良工事」、及び「安全施設の新設及び

補修工事」において、単年度に上限額を超える申請となる場合、特例として最大３年分の

上限額の前倒しができるものとする。 
ただし、特例を使用した場合は、前倒した年数の利用ができないものとする。（特例制

度イメージ図参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



特例制度イメージ図（舗装の新設及び補修工事の場合） 

 
 
 
 
 
 

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

（例１） 通常申請 各年 各年 各年 各年
各年で申請の場合 70万 70万 70万 70万

※1 ※1 ※1 ※1

（例2） 特例申請（２年枠）
2年分を申請の場合 140万 使用不可 140万 使用不可

※2 ※2

（例3） 特例申請（２年枠）
2年分を申請の場合 110万 120万

（例4） 特例申請（３年枠）
3年分を申請の場合 210万 使用不可 使用不可 利用可能

※4 ※4

（例5） 特例申請（３年枠）
3年分を申請の場合 180万 70万 利用可能

※1 70万以下で申請する場合は各年で上限額70万までの申請ができるものとする。
※2 １年分を前倒すことで初年度に上限額140万までの申請ができるものとする。
※3 前倒し金額が70万以下であっても2年目の申請はできないものとする。
    2年目分の残金は使用不可（※上限額以内の申請額を助成する制度のため）
※4 ２年分を前倒すことで初年度に上限額210万までの申請ができるものとする。
※5 前倒し金額が140万以下であっても2・3年目の申請はできないものとする。
    3年目分の残金は使用不可（※上限額以内の申請額を助成する制度のため）

70万前倒し

▼

▼リセット

▼リセット▼▼

▼リセット

70万前倒し
▼

40万前倒し
▼リセット ▼リセット

50万前倒し
▼

140万前倒し

▼リセット

※3

110万前倒し

▼リセット

40万 30万 50万 20万
※3

40万 30万
※5

(70万+70万)

(70万+40万)

(70万+70万+70万)

(70万+70万+40万)

(使用不可)

(使用不可)



別図１ 
（交付対象となる除草の範囲） 

 
 
 
 
 
    

          
 
 
 
 

 
 

別図２ 
（交付対象となる側溝清掃の範囲） 
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